
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コリメートレンズと、
　低密度の記憶媒体を再生するためのｐ偏光の第１の光束を出射する第１の光源と、
　前記第１の光源からの第１の光束を反射する第１のビームスプリッタと、
　前記第１の光源の第１の光束とは波長が異なり、高密度の記憶媒体を再生するためのｓ
偏光の第２の光束を出射する第２の光源と、
　前記第２の光源からの第２の光束を反射し、また、前記第１のビームスプリッタで反射
された前記第１の光束を前記コリメートレンズに導く第２ビームスプリッタと、
　前記コリメートレンズから出射された光線を集束して、記憶媒体のデータ記録面に照射
するレンズ手段と、
　前記コリメートレンズと前記レンズ手段の間に、前記第２の波長の光束では位相遅れが
略９０＋１８０・ｎ度（ｎは整数）、前記第１の波長の光束では略１８０・ｎ度である位
相遅延素子を有し、
　さらにこの位相遅延素子は、結晶軸に対して入射平面が斜めに配置された少なくとも水
晶である複屈折素子であり、
　前記第１の波長の光束は、前記位相遅延素子で偏光面に影響を受けないまま通過し、前
記第２の波長の光束は、前記位相遅延素子でほぼ円偏光に変換されて出力され、
　前記記憶媒体から反射した光は、前記レンズ手段、前記位相遅延素子、前記コリメート
レンズ、前記第２のビームスプリッタ、前記第１のビームスプリッタを介して光検出器に
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導かれることを特徴とする光ヘッド装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光ビームを用いて光学的情報記憶媒体に情報を記録し、また記録されている
情報を光学的情報記憶媒体から再生または消去する装置に用いられる光ヘッド装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
近年、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）関連商品が開発され、光ディスク装置の需要が
益々増えてきている。ＤＶＤ装置の場合、ＤＶＤだけでなく、ＣＤ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－Ｒ
ＷなどＣＤ系ディスクも再生することができることが標準仕様になっており、光ヘッド装
置としてもそれらに対応することが必須になっている。
【０００３】
ＤＶＤ系ディスクと、ＣＤ系ディスクとを一台の装置で再生する上で、光ヘッド装置とし
て問題になる点は、主に波長の異なる２種類の光が必要であることと、厚さ及び記録密度
等仕様の異なる２種類のディスクを再生する技術が必要になることである。
【０００４】
そのようなＤＶＤ／ＣＤ用光ヘッド装置としては、種々のものが従来より開発されてきて
いるが、その例を以下簡単に説明する。
【０００５】
　図１０において、１００は、ＣＤ用の第１の光源（波長７８０ｎｍのレーザ光を出力）
、２００はＤＶＤ用の第２の光源（波長６５０ｎｍのレーザ光を出力）である。第１の光
源１００から出射した光は、回折格子１０１を介して第１のビームスプリッタ１０２（平
板タイプ）により反射され、第２のビームスプリッタ を略全透過する。この第２の
ビームスプリッタ１０３（プリズムタイプ）に対しては、第２の光源２００からの光が入
射している。第２のビームスプリッタ１０３は、第２の光源２００からの光に対しては、
その進行方向を変換し、第１の光源１００からの光の進行方向と同じ方向にする。
【０００６】
第２のビームスプリッタ１０３からの進行する光は、コリメートレンズ１０４を透過し、
折り返しミラー１０５にて、反射され対物レンズ１０６ａまたは１０６ｂに入射する。対
物レンズ１０６ａと１０６ｂは開口が異なるもので、再生されるディスクに応じて光路内
に切換え設定される。対物レンズ１０６ａ，１０６ｂは、入射光を情報記録媒体、つまり
光ディスク（ＣＤ）１０７、ＤＶＤ１０８の情報記録面に集束照射し、かつ情報記録媒体
からの反射光を入射方向とは逆方向へ通過させる。図では、２つのディスクを同時に示し
ているが、実際にはいずれか一方が選択的に採用される。
【０００７】
ＣＤ１０７の再生時には、第１の光源１００からの光が、上述した経路を通り、ＣＤ１０
７の情報記録面に照射される。ＣＤ１０７の記録面からの反射光は、対物レンズ１０６ａ
、折り返しミラー１０５に入射する。ここで折り返された反射光は、コリメートレンズ１
０４、第２のビームスプリッタ１０３を略全透過して直進し、第１のビームスプリッタ１
０２を部分透過し、光検出器１０９に入射する。この光検出器１０９では、反射光を複数
のフォトダイオード（例えば４分割ダイオード）で検出し、光学的に読み取られた記録情
報を電気的な読取り信号に変換する。また、トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信
号なども生成する。
【０００８】
　ＤＶＤ１０８の再生時には、第２の光源２００からの光が、上述した経路を通り、ＤＶ
Ｄ１０８の情報記録面に照射される。ＤＶＤ１０８の記録面からの反射光は、対物レンズ
１０６ｂ、折り返しミラー１０５に入射する。ここで折り返された反射光は、コリメート
レンズ１０４、第２のビームスプリッタ１０３を部分透過して直進し、 ビームスプ
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リッタ１０２を略全透過し、光検出器１０９に入射する。この光検出器１０９では、反射
光を複数のフォトダイオードで検出し、光学的に読み取られた記録情報を電気的な読取り
信号に変換する。また、トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号なども生成する。
【０００９】
ここで上記第１のビームスプリッタ１０２は、第１の光源１００の光を部分反射しまた部
分透過し、第２の光源２００の光を略全透過するという機能を有する。また第２のビーム
スプリッタ１０３は、第２の光源２００の光を部分反射しまた部分透過し、第１の光源１
００の光を略全透過するという機能を有する。このために２つの波長の異なる光を発する
光源を備えながら１つの光路を兼用している。
【００１０】
第１の光源１００の光に対する第１のビームスプリッタ１０２による反射光と、第２の光
源の光に対する第２のビームスプリッタ１０３による反射光との偏光面の方位角は、互い
に略直交している。
【００１１】
第２のビームスプリッタ１０３において、第１の光源１００の光は、記録に向かう場合と
記録面から反射されて受光素子に向かう場合とで同じ偏光の方位角をもち、これと直交す
る偏光についてはビームスプリッタ１０２では考慮する必要はない。
【００１２】
さらに言及するならば、第１のビームスプリッタでは７８０ｎｍのｐ偏光の透過率が０．
１～０．２で、７８０ｎｍのｓ偏光の透過率が０．０５程度であり、第２のビームスプリ
ッタ１０３では７８０ｎｍのｐ偏光、ｓ偏光ともに透過率が０．９～１．０である。
【００１３】
また第２のビームスプリッタ１０３では、６５０ｎｍのｓ偏光の透過率が０．３～０．７
、ｐ偏光の透過率が０．９～１．０である。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
上記した偏光面の設定は、記録密度の異なる複数種類のディスクを、共通の光学路を利用
して再生しようとしたことに基づいている。しかしながら、本来、ＤＶＤの場合は、円偏
光で良好な再生（記録）ができるように最適化されている。この結果、上記した光ヘッド
装置で再生を行うと再生性能が低下するという問題がある。
【００１５】
これを改善するために、第２の光源２００の光の波長に対して１／４波長の位相遅れを持
つ位相遅れ素子を、第２のビームスプリッタと折り返しミラーとの間に設けたとする。す
ると、第２光源２００の光の波長に対しては、円偏光となり、かつ第２のビームスプリッ
タ１０３の偏光特性によって、受光素子に向かう光量も前記位相遅れ素子が無い場合に比
べて増加するが、同時に第１の光源１００の光の波長に対しても位相遅れを生じさせる。
【００１６】
この結果、第１の光源１００の光のうち、光検出器１０９の受光素子に向かう偏光面の方
位角がディスクに向かう偏光面の方位角と大きく異なり、第２のビームスプリッタに対し
てｓ偏光成分が大きくなって予定したｐ偏光成分の場合よりも透過率が減少し、受光素子
に到達する光量が減少するという問題が生じる。
【００１７】
そこでのこ発明は、第１の光源と第２の光源の光が共通の光路を形成するような光学素子
の配置であっても、第２の光源の光に対する最適な円偏光が得られ、第１の光源の光使用
時には記録媒体の複屈折の影響を低減することができるようにした光ヘッド装置を提供す
ることを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、コリメートレンズと、低密度の記憶媒体を再生するためのｐ偏光の第１の
光束を出射する第１の光源と、前記第１の光源からの第１の光束を反射する第１のビーム
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スプリッタと、前記第１の光源の第１の光束とは波長が異なり、高密度の記憶媒体を再生
するためのｓ偏光の第２の光束を出射する第２の光源と、前記第２の光源からの第２の光
束を反射し、また、前記第１のビームスプリッタで反射された前記第１の光束を前記コリ
メートレンズに導く第２ビームスプリッタと、前記コリメートレンズから出射された光線
を集束して、記憶媒体のデータ記録面に照射するレンズ手段と、前記コリメートレンズと
前記レンズ手段の間に、前記第２の波長の光束では位相遅れが略９０＋１８０・ｎ度（ｎ
は整数）、前記第１の波長の光束では略１８０・ｎ度である位相遅延素子を有し、さらに
この位相遅延素子は、結晶軸に対して入射平面が斜めに配置された少なくとも水晶である
複屈折素子であり、前記第１の波長の光束は、前記位相遅延素子で偏光面に影響を受けな
いまま通過し、前記第２の波長の光束は、前記位相遅延素子でほぼ円偏光に変換されて出
力され、前記記憶媒体から反射した光は、前記レンズ手段、前記位相遅延素子、前記コリ
メートレンズ、前記第２のビームスプリッタ、前記第１のビームスプリッタを介して光検
出器に導かれることを特徴とする。
【００１９】
上記の手段により、上記の共通の光路を備えても、媒体からの反射光を受光する受光素子
においては、高密度媒体に対する再生時の光量低下がなく、低密度媒体に対する再生時の
反射光も充分得られるようになる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２４】
まずこの発明が適用された光ディスクドライブ装置の構造的外観を説明する。図１におい
て、光ディスクドライブ装置１は、モータシャーシ２に固定され光ディスクＤを所定の速
度で回転させるスピンドルモータ３と、光ディスクＤの図示しない記録面にレーザビーム
（光ビーム）を照射するとともに、記録面で反射されたレーザビームを取り出す光ヘッド
装置４と、この光ヘッド装置４を光ディスクＤの記録面と平行な方向に移動させる駆動機
構５を有している。
【００２５】
駆動機構５は、光ディスクＤの記録面に沿って、かつ互いに平行に設けられた一対のガイ
ドレール５ａ，５ｂにガイドされ、光ディスクＤの半径方向に往復移動される。
【００２６】
光ヘッド装置４の所定の位置には、光ディスクＤの半径方向と光ディスクＤの記録面と直
交する方向のそれぞれの方向に移動可能に形成されたレンズホルダ７が設けられている。
なおレンズホルダ７の所定の位置には、互いに異なる開口（ＮＡ）の第１及び第２の対物
レンズ８，９が設けられている。
【００２７】
光ヘッド装置４において、レンズホルダ７により覆われる領域とその周辺には、後述する
光学路が設けられている。
【００２８】
図２において、レンズホルダ７は、円筒状であり円筒の一端が平面７ａを形成している。
平面７ａには第１及び第２の対物レンズ８，９が平面７ａの中心を軸として、所定の角度
及び所定の距離で設けられている。なお、第１の対物レンズ８には、ＣＤ－Ｒ（ＣＤタイ
プで記録可能）なディスク（厚さ１．２ｍｍ）向けの開口率が設定されている。第２の対
物レンズ９には、ＤＶＤディスク（厚さ０．６ｍｍの２枚貼り合わせ）向けの開口率が設
定されている。
【００２９】
また第１及び第２の対物レンズ８，９（即ちレンズホルダ７）は、フォーカス制御コイル
７ｆ，トラッキング制御コイル７ｔを有する。これらのコイルと図示しないマグネットと
の相互作用により、レンズホルダ７はフォーカス制御方向（回転軸方向）へ移動制御され
、またトラッキング制御方向（回転軸の周り方向）へ微動制御される。
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【００３０】
　また、上記のコイルへの電流供給方向と大きさにより、レンズホルダ７を軸周りに回転
させて、対物レンズ８，９の所定位置の切換えを行うことができる。つまりＣＤ再生時と
ＤＶＤ再生 では対物レンズ８と９の位置を切換える必要があるからである。なおこの切
換方法は各種の方法が可能であり、ここに示した方法に限定されるものではない。
【００３１】
レンズホルダ７の軸に平行であって、所定の位置に切換設定された対物レンズ８又は９に
対して、レーザビームを導入する位置には、折り返しミラー１５が設けられている。
【００３２】
レーザビームは、半導体レーザ素子を有する第１の光源１１又は第２の光源２１からのも
のが存在する。１１は、ＣＤ用の第１の光源（波長７８０ｎｍのレーザ光を出力）、２１
はＤＶＤ用の第２の光源（波長６５０ｎｍのレーザ光を出力）である。
【００３３】
　第１の光源１１から出射した光は、第１のビームスプリッタ１２（平板タイプ）により
反射され、第２のビームスプリッタ１３を通過する。この第２のビームスプリッタ１３（
プリズム）に対しては、第２の光源 からの光が入射している。第２のビームスプリッ
タ１３は、第２の光源２１からの光に対しては、その進行方向を変換し、第１の光源１１
からの光の進行方向と同じ方向にする。
【００３４】
第２のビームスプリッタ１３からの進行する光は、コリメートレンズ１４を透過し、次に
、本発明の特徴となる位相遅延素子４０を透過し、折り返しミラー１５にて、反射され対
物レンズ８、又は９に入射する。
【００３５】
対物レンズ８又は９は、入射光を情報記録媒体、つまり光ディスク（ＣＤ）またはＤＶＤ
の情報記録面に集束照射し、かつ情報記録媒体からの反射光を入射方向とは逆方向へ通過
させる。
【００３６】
ＣＤの再生時には、第１の光源１１からの光が、上述した経路を通り、ＣＤの情報記録面
に照射される。ＣＤの記録面からの反射光は、対物レンズ８、折り返しミラー１５に入射
する。図２では、ＤＶＤ用の対物レンズ９が入射ビームの位置に対応しているが、ＣＤ再
生時には、対物レンズ８がこの位置に設定される。
【００３７】
折り返しミラー１５で折り返された反射光は、位相遅延素子４０を透過し、次にコリメー
トレンズ１４、第２のビームスプリッタ１３を直進透過し、第１のビームスプリッタ１２
も透過し、光検出器１９に入射する。この光検出器１９では、反射光を複数のフォトダイ
オードで検出し、光学的に読み取られた記録情報を電気的な読取り信号に変換する。また
、トラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号なども生成する。
【００３８】
ＤＶＤの再生時には、第２の光源２１からの光が、上述した経路を通り、ＤＶＤの情報記
録面に照射される。ＤＶＤの記録面からの反射光は、対物レンズ１６、折り返しミラー１
５に入射する。ここで折り返された反射光は、位相遅延素子４０を透過し、コリメートレ
ンズ１４、第２のビームスプリッタ１３を直進透過し、第１のビームスプリッタ１２も透
過し、光検出器１９に入射する。この光検出器１９では、反射光を複数のフォトダイオー
ドで検出し、光学的に読み取られた記録情報を電気的な読取り信号に変換する。また、ト
ラッキング誤差信号及びフォーカス誤差信号なども生成する。
【００３９】
上記の動作において、ＣＤの再生時の光の波長は、例えば７８０ｎｍである。第１のビー
ムスプリッタ１２は、光源１１からの光を反射して進行方向を変換するが、ディスクから
反射して戻ってくる光は透過させる。また６５０ｎｍの反射光も透過させる。
【００４０】

10

20

30

40

50

(5) JP 3822406 B2 2006.9.20

時

２１



　ＤＶＤの再生時の光の波長は、例えば６５０ｎｍである。第２のビームスプリッタ１３
は、波長選択膜を有し、光源 からの光を反射し進行方向を変換するが、ディスクから
反射して戻ってくる反射光は透過させる。また７８０ｎｍの進行光、反射光も透過させる
。
【００４１】
図３には、上記した光ヘッド装置のレンズホルダ７を取り出して示している。レンズホル
ダ７はＣＤ向けの対物レンズ８が固定されるＣＤ用レンズ固定部７８と、ＣＤ用レンズ固
定部７８に対して軸６を中心として所定の角度、例えば９０°の角度に設けられたＤＶＤ
向け対物レンズ９が固定されるＤＶＤ用レンズ固定部７９が形成されている。
【００４２】
図４には、上記の光ヘッド装置の光学路の基本構成を取り出して示している。
【００４３】
ここで本発明の特徴点を述べる。
【００４４】
ＣＤは、ＤＶＤに比べてより低い記録密度を持った情報記録媒体である。ＣＤの再生又は
記録時には、第１の光源１１から射出されたｐ偏光の光束は、ビームスプリッタ１２を反
射し、ビームスプリッタ１３を略全透過し、コリメートレンズ１４に導かれる。このコリ
メートレンズ１４を透過した光は、位相遅延素子４０を透過する。このとき第１の波長に
対する位相遅延特性により、偏光面に影響を受けないままに透過する。
【００４５】
これは、第１の光源からの光の第１の波長（７８０ｎｍ）に対しては、位相遅延素子４０
が１８０・ｎ度の位相遅延を行うからである。
【００４６】
このように透過した光は、折り返しミラー１５により反射されて、対物レンズ８に導かれ
る。対物レンズ８によってＣＤの記録面に集光された光束は、反対方向に反射されて、そ
の反射光は、コリメートレンズ１４で収束され、ビームスプリッタ１３、１２を透過し、
光検出器１９の受光素子に導かれる。
【００４７】
　上記 ような機能を持つために、ＣＤの記録面に照射さ る光の偏光が直線偏光であり
、このため複屈折を生じさせるようなＣＤの反射光に位相遅れが加わっても照射光が円偏
光の場合よりも受光素子に向かう光の位相遅れが少なくて済む。よって受光素子と対物レ
ンズとの間に透過率の偏光依存性のある素子が存在しても、再生信号振幅の低下が少ない
光学系とすることができる。
【００４８】
ＤＶＤの再生時には、第２の光源２１から射出されたｓ偏光の光束は、ビームスプリッタ
１３で部分反射し、コリメートレンズ１４に導かれる。このコリメートレンズ１４を透過
した光は、位相遅延素子４０を透過する。このとき第２の波長に対する位相遅延特性によ
り、ほぼ円偏光に変換されて出力される。
【００４９】
これは、第２の光源からの光の第２の波長（６５０ｎｍ）に対しては、位相遅延素子４０
が９０＋１８０・ｎ度の位相遅延を行うからである。
【００５０】
このように透過した光は、折り返しミラー１５により反射されて、対物レンズ８に導かれ
る。対物レンズ８によってＣＤの記録面に集光された光束は、反対方向に反射されて、そ
の反射光は、コリメートレンズ１４で収束され、位相遅延素子４０を透過する。位相遅延
素子４０を透過した反射光は、往路の場合と略直交する偏光面を持つ偏光となり、コリメ
ートレンズで収束される。さらにビームスプリッタ１３、１２を略全透過し、光検出器１
９の受光素子に導かれる。
【００５１】
このような位相遅延を行うと、反射光は上記のようにビームスプリッタ１３、１２を略全
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透過する光となるために、従来に比べて受光素子に到達する光量が多くなる。つまりＤＶ
Ｄにおいて最適な円偏光が得られ、受光素子に向かう光の利用効率を高めることができ、
かつ前述したようにＣＤにおける複屈折の影響を低減できる。
【００５２】
ここで上記第１のビームスプリッタ１２は、第１の光源の光を部分反射しまた部分透過し
、第２の光源の光を略全透過するという機能を有する。また第２のビームスプリッタ１３
は、第２の光源の光を部分反射しまた部分透過し、第１の光源の光を略全透過するという
機能を有する。このために２つの波長の異なる光を発する光源を備えながら１つの光路を
兼用している。
【００５３】
第１の光源の光に対する第１のビームスプリッタ１２による反射光と、第２の光源の光に
対する第２のビームスプリッタ１３による反射光との偏光面の方位角は、互いに略直交し
ている。
【００５４】
第２のビームスプリッタ１３において、第１の光源の光は、記録に向かう場合と記録面か
ら反射されて受光素子に向かう場合とで同じ偏光の方位角をもち、これと直交する偏光に
ついてはビームスプリッタ１２では考慮する必要はない。
【００５５】
さらに言及するならば、第１のビームスプリッタでは７８０ｎｍのｐ偏光の透過率が０．
１～０．２で、７８０ｎｍのｓ偏光の透過率が０．０５程度であり、第２のビームスプリ
ッタ１０３では７８０ｎｍのｐ偏光、ｓ偏光ともに透過率が０．９～１．０である。
【００５６】
また第２のビームスプリッタ１３では、６５０ｎｍのｓ偏光の透過率が０．３～０．７、
ｐ偏光の透過率が０．９～１．０である。
【００５７】
尚、上記折り返しミラー１５は、位相差が第１の波長（略７８０ｎｍ）に対して２０度以
下であり、第２の波長（略６５０ｎｍ）に対しても２０度以下であることが好ましい。ま
た上記位相遅延素子４０は、水晶の結晶軸に対して光の入射平面が斜めになるように配置
されている。図面では光路に対して直交しているが、カットした面が水晶の結晶軸に対し
て光の入射平面が斜めになるようになっている。
【００５８】
図５は、ＤＶＤの再生を行った場合にジッタを測定した結果を示している。位相遅延素子
（波長板とも言う）４０を設けた場合と、これを取り除いた場合のジッタの変化の様子を
示している。位相遅延素子を設けたほうが格段とジッタが少なくなっている。
【００５９】
図６は、ＣＤを再生した場合に振幅を測定した結果を示している。位相遅延素子（波長板
とも言う）４０を設けた場合と、これを取り除いた場合のデータ再生信号振幅の様子を示
している。位相遅延素子を設けてもさほど振幅の低下はない。なお番号１…６は、６枚の
ディスクを試料としたからである。
【００６０】
図７は、本発明の位相遅延素子（波長板）４０の特性を示すもので、材質は水晶である。
７８０ｎｍの波長に対しては、位相差が略１８０・ｎ度を持ち、６５０ｎｍの波長に対し
ては、位相差が略９０＋１８０・ｎ度を持つ。なお、位相遅延素子により得られる位相遅
れ量は、誘電体多層膜などの複数の光学素子の位相の総合として実現されていてもよい。
【００６１】
この発明は上記の実施の形態に限定されるものではない。
【００６２】
図８にはこの発明の他の実施の形態を示している。先の実施の形態では、コリメートレン
ズ１４の近辺に、位相遅延素子４０を設けたが、図８に示すように、ＤＶＤ対応（高密度
記憶媒体対応）の対物レンズ９に近接して設けてもよい。
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【００６３】
この構成によると、それぞれ出射光線の波長が異なる少なくとも、低密度の記憶媒体を再
生するための第１の波長の光線を出射する第１の光源１１及び高密度の記憶媒体を再生す
るための第２の波長の光線を出射する第２の光源２１とを有する。次に２つの光源１１，
２１から射出された光線を共通の光路に導く第１のレンズ相当手段１４を有する。第１の
レンズ相当手段１４から射出された光線を集束して、記憶媒体のデータ記録面に照射する
第２のレンズ相当手段８，９を有する。ここで第２のレンズ相当手段９と第１のレンズ相
当手段４の間に、前記第２の波長の光線では位相遅れが略９０＋１８０・ｎ度（ｎは整数
）となる位相遅延素子４０を有する（高密度記憶媒体再生時）。しかし前記低密度記憶媒
体を再生する場合には、レンズホルダが駆動され、位相遅延素子４０が第１の光源から出
射した光線が通過しない位置に移動させらる。
【００６４】
図９は、光学ヘッド装置により読み取られた信号を処理する電気信号の系統の一例を示し
ている。光検出器１９には、フォトダイオードＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆが設けられている
。各フォトダイオードＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの出力は、それぞれバッファ増幅器２３ａ
，２３ｂ，２３ｃ，２３ｄ，２３ｅ，２３ｆに導入されている。バッファ増幅器２３ａ，
２３ｂ，２３ｃ，２３ｄ，２３ｅ，２３ｆから出力される各Ａ～Ｆ信号は、以下のように
演算される。
【００６５】
加算器２３１は（Ａ＋Ｂ）信号を生成し、加算器２３２からは（Ｃ＋Ｄ）信号を生成する
。加算器２３３は、加算器２３１からの（Ａ＋Ｃ）信号と、加算器２３２からの（Ｃ＋Ｄ
）信号を用いて、（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）を生成している。この（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）
信号は、フォーカスエラー信号として用いられる。
【００６６】
加算器２３４は、（Ａ＋Ｃ）信号を生成し、加算器２３５は（Ｂ＋Ｄ）信号を生成する。
この（Ａ＋Ｃ）信号と、（Ｂ＋Ｄ）信号とは、位相差検出器１３１に入力される。位相差
検出器１３１の出力は、ＤＶＤ用のトラッキングエラー信号として用いられる。一方、サ
ブビームの検出信号に基づいて得られた（Ｅ－Ｆ）信号は、スイッチ３２２がオフされる
ことで無視される。
【００６７】
（Ａ＋Ｃ）信号と、（Ｂ＋Ｄ）信号とは加算器２３６にも入力される。加算器２３６は、
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）信号（ＨＦ信号と記す）を生成している。この信号は等価器１２４を
介して導出される。
【００６８】
Ｅ信号とＦ信号とは、加算器２３７に入力される。加算器２３７からは（Ｅ－Ｆ）信号が
得られる。（Ｅ－Ｆ）信号はＣＤ用のトラッキングエラー信号として用いられる。即ち装
置がＣＤ再生モードにあるときはスイッチ３２２がオンされる。
【００６９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、第１の光源と第２の光源の光が共通の光路を形成す
るような光学素子の配置であっても、第２の光源の光に対する最適な円偏光が得られ、第
１の光源の光使用時には記録媒体の複屈折の影響を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明に係るディスクドライブ装置の外観を示す図。
【図２】　この発明に係る光ヘッド装置の構成を例を示す図。
【図３】　図２のレンズホルダの外観を示す図。
【図４】　この発明に係る光ヘッド装置の基本的な光学経路を示す説明図。
【図５】　この発明に係る装置の効果を説明するために波長板がある場合と無い場合のジ
ッターを測定して示す説明図。
【図６】　同じくこの発明に係る装置の効果を説明するために波長板がある場合と無い場
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合のＣＤからの再生信号の振幅の変化を示す説明図。
【図７】　この発明に係る装置の位相遅延素子の特性を示す説明図。
【図８】　この発明の他の実施の形態を示す図。
【図９】　光検出器の電気的回路例を示す図。
【図１０】　従来の光ヘッド装置の光学路を示す説明図。
【符号の説明】
１１、２１…第１、第２の光源、１２、１３…第１、第２のビームスプリッタ、１４…コ
リメータレンズ、１５…折り返しミラー、８，９…対物レンズ、１９…光検出器。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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